
第１条　令和３年度高島市病院事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入および支出）

第２条　令和３年度高島市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入および支出の予定額を次のとおり補正する。

　第１款　病院事業収益 千円 千円 千円

　　第２項　医業外収益 千円 千円 千円

　第１款　病院事業費用 千円 千円 千円

　　第１項　医業費用 千円 千円 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条　予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

　（１）職員給与費 千円 千円 千円

     　 令和４年２月２４日　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高島市長　福　井　正　明　　
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